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政策評価法に基づく基本計画及び平成１４年度実施計画について

資料４－１ 農林水産省政策評価基本計画（案）

資料４－２ 農林水産省政策評価実施計画（案）

参考１ 研究開発の評価体系のイメージ図

参考２ 行政機関が行う政策の評価に関する法律施行令の概要



 
 

 
政策決定から一定期間を経過した後、特定のテーマ

について、政策効果の発現状況を分析し、評価 

総合評価方式 

 
あらかじめ達成すべき目標を設定し、これに対する

達成度合いを評価 

実績評価方式 

 
・政策決定前に個々の事業等を対象として、政

策効果が得られるか等の観点から評価。必要

に応じて事後にそれを検証 
・国民生活に相当程度の影響を及ぼすもの（事

業費１０億円以上） 

 
競争的環境の整備、産学官連携等、効果的

に研究を推進するための各種研究制度の評

価 

 
土地利用型研究、ゲノム研究、環境研究等

主要研究分野の研究開発目標の達成状況の

評価 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
個々のプロジェクト研究、都道府県助成、民間

助成、競争的資金による研究開発課題の評価 
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研究開発の評価体系のイメージ図 
－大綱的指針、政策評価法との関係－ 

研究開発機関評価 

研究者の業績評価 

独法評価委員会 

研究開発機関長 
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政策評価法は、行政機関が

所掌する全ての政策を対

象とする。 

（参考１）



（参考２） 

行政機関が行う政策の評価に関する法律施行令の概要 

 

 

１ 概説 

  本年４月から施行される「行政機関が行う政策の評価に関する法律」（以下「政策評価法」）

においては、 

① 事後評価が義務付けられる未着手、未了の政策について、その期間（法第７条） 

② 事前評価が義務付けられる個々の研究開発、公共事業及び政府開発援助等の政策の

範囲（法第９条） 

を政令により定めることとされた。特に②については、事前評価手法が開発されているもの

のうち、国民生活・社会経済への影響が大きい政策又は費用が多額な政策について規定す

ることとされている。 

 

２ 政令の内容 

① 事後評価の義務付け対象 

  ・政策決定から５年経過後においても未着手である政策 
  ・政策決定から１０年経過後においても未了である政策 

 
② 事前評価の義務付け対象 

(ｱ)研究開発 

  ・事業費１０億円以上の個々の研究開発（人文科学のみに係るものを除く。） 

 (ｲ)公共事業 

  ・事業費１０億円以上の個々の公共事業（施設の維持・修繕に係る事業及び災害復

旧等を除く。） 

 (ｳ)政府開発援助 

  ・事業費(供与限度額)１０億円以上のプロジェクト関連の個々の無償資金協力 

・事業費(供与限度額)１５０億円以上のプロジェクト関連の個々の有償資金協力 
    （政府開発援助については、下記省令により施行が１年間猶予される予定。） 

 
 ただし、「事前評価を行わないことについて相当の理由があるもの」については、総務省と所管 
省庁の共同の省令により除外することができる。 

 



 

（参考）政策評価法による評価義務づけ対象と農林水産省政策評価基本計画案の範囲の比

較 

 

評価の時点 政策評価法 農林水産省政策評価基本計画案 

政策決定前 

（注１） 

（注２） 

事業費１０億円以上の 

○ 個々 の公共事業 

○ 研究開発課題 

全ての 

○ 個々の公共事業 

○ 研究開発課題 

事後評価 

（注３） 
① 主要な政策について３～５年に 

  １度評価（実績評価） 

② 未了の事業について、政策決定後、 

 (ｱ) ５年目に未着手、又は、 

 (ｲ) １０年目に未了 

  である場合に限って評価。 

① 全ての主要な政策について毎年評価  

（実績評価） 

② 未了の公共事業について、５年ごと  に評

価。加えて完了後、概ね５年後に  評価。 

②’未了の研究開発課題については中間  評

価（２～４年ごと）を実施。加えて  終了時に評

価。 

（注１）公共事業には、施設の維持管理・災害復旧等の事業は含まれない。 
（注２）政策評価法においては、事業規模１０億円以上の無償資金協力プロジェクト及び事業規模１５０億円以上の有償資金協力プロ

ジェクトについて評価を義務づけているが、当省には該当する政府開発援助プロジェクトは存在しない。 
（注３）例えば政策決定後４年後に着手され、着手後１０年後（政策決定後１４年後）に完了した事業については、政策評価法の下では、

政策決定から１０年後に一度未了の評価を行うだけであるが、当省においては、政策決定後５年後、１０年後の期中の評

価と事業完了後概ね５年後の完了後の評価の計３回の評価を行うこととなる。 




